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◼ 趣旨 
 地域と公共交通をとりまく環境が大きく変化する中で、公共交通のあるべき姿、参画する主体者とその
役割等を明確にし、取り組むべき施策の実現に向けた行動を示す全体計画を「大東市公共交通基本計画」

として策定しました。  
◼ 計画の枠組み 

 計画区域：大東市全域 

 計画期間：10 年後を目標とし、短期（3 年）、中期（5 年）の事業を見通し、社会経済情勢の変化や交通

技術の進展を見極めながら、必要に応じて柔軟に見直しを行うこととします。  
◼ 計画の位置付け 

 本計画は、大東市総合計画に掲げる理念に即して定めるとともに、まちづくり及び公共交通に関連する諸
計画との整合性を図ります。また、「交通政策基本法」、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」、

及び「介護保険法」に基づく施策展開など、国や大阪府の施策展開との連携を図ります。   
計画の位置付け 

◼ 大東市地域公共交通の将来像 
 大東市総合計画でめざすまちづくりなどに寄与し、市民のくらしを支えるために、大東市の地域公共交通
の将来像を目標として、本計画で対象とするそれぞれの公共交通手段の活用を図ります。 

 

◼ 計画の推進体制と進捗管理 
 今後は、各施策・事業の実施に向けた方法・役割分担・予算化などについて具体的な検討を進め、地域住
民や関係主体との協働によって、持続可能な地域公共交通網の形成とサービスを実現します。 

 進捗状況や効果は「大東市地域公共交通会議」で毎年継続的に評価し、必要に応じた計画の点検・見直し
を行い、PDCAサイクルによる計画の着実な実現や計画の柔軟な見直しによる進行管理を行います。 

 施策の具体化や実施に必要な財源については、ここで策定した利用者及び公的負担のあり方に基づいて、
国、府からの支援を受けながら市の予算を継続的に確保していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDCAサイクル概念 

大東市公共交通基本計画

大東市がめざすまちのあり方

大東市総合計画

大東市まち・ひと・しごと創生総合戦略

大東市公民連携基本計画

まちづくりの基本的な方針

大東市都市計画に関する

基本的な方針

大東市立地適正化計画

大東市バリアフリー基本構想

大東市地域福祉計画（第4期）

第4次大東市障害者長期計画

第 8 期大東市総合介護計画

第2期大東市環境基本計画

関連する法制度と国・府の施策

「交通政策基本法」(平成25年12月施行)と

関連する施策展開

「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」

(令和2年11月改正)

「介護保険法」関連施策(「地域共生社会の実現のための

社会福祉法等の一部を改正する法律」(令和2年改正))

大阪の将来ビジョン等：「将来ビジョン・大阪」(平成20年12

月)、「グランドデザイン・大阪」(平成24年6月)

凡例

：鉄道

：鉄道駅

：路線バス

：コミュニティバス

：デマンド型乗合交通

：都市機能誘導区域
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◼ 地域公共交通政策の基本方針と施策体系 
 

地域公共交通に係る問題 交通施策体系地域公共交通に係る課題 基本方針と目標

・人口減少などに伴う交通需要量の減少

・高齢者などの増加に伴う移動困難者、交通事故等

の増大

・少子高齢化に伴う近親者送迎の増大による労力

の増加

少子高齢社会の到来

・公共交通不便地域居住者からの地域公共交通

サービスの要望

・龍間地区アクセス路線バスの継続

・西部地区の公共交通サービス水準

・東部地域乗合タクシー事業の持続可能性

公共交通不便地域への対応

・西部地区と大阪市間の需要に応じる地域公共交

通サービス

・龍間地区と生駒市間の需要に応じる地域公共交

通サービス

隣接自治体間の公共交通サービス不充足

・低水準にある地域公共交通サービス利用率

・コミュニティバス、乗合タクシー、路線バスに投入

する公的資金の増大

地域公共交通サービス利用と市の負担の在り方

・高齢社会における地域公共交通体系への再編

とマネジメント

・子どもの安心・安全確保と子育てを支える公共

交通の実現

・多様な交通弱者の公共交通利用円滑化の推進

少子高齢社会に対応する交通計画への改編

・地域主体の公共交通システムの創出

・地域が主導する地域公共交通サービスの維持

推進の仕組みの構築

地域主体の多様な地域公共交通サービス推進

・近隣自治体と連携した広域公共交通ネットワー

ク整備の検討、推進

広域的公共交通ネットワーク等サービスの拡充

・地域公共交通に係る市民意識改革と利用促進

の取り組み

・市民、交通事業者、行政の連携と役割分担の明

確化

・地域公共交通推進体制と仕組みの確立

持続可能な地域公共交通サービスの維持更新

市民の誰もが利用しやすい公共交通

をめざします

基本方針①

市民が主体となった多様な公共交通

サービスの取り組みを進めます

基本方針②

安全・安心な公共交通ネットワークを

構築します

基本方針③

くらし・社会・経済的に持続可能な公

共交通をめざします

基本方針④

①交通不便地域の解消などをめざした地域公共交通の再編

②路線バス阪奈生駒線運行方法の改良検討

③東部地域乗合タクシーの継続的な運行方法改良

誰もが利用可能な地域公共交通サービスの拡充

④鉄道駅におけるわかりやすい乗り換え等案内の充実

⑤市ホームページにおけるワンストップ型公共交通情報提供

⑥利用しやすい料金システム等の導入検討

⑦乗り継ぎ利便性の高いダイヤ編成の検討

わかりやすく利用しやすい公共交通サービスの推進

⑧「地域公共交通導入の手引き」の策定、運用

⑨市民主体のコミュニティ交通(自家用有償運送、施設送迎サービス、

ボランタリ的輸送等)導入の推進

市民主体の地域公共交通の取り組み推進

⑩関連する主体が参加する地域協議会の構成と協働の推進

関連する主体者間の協働を推進

⑪隣接自治体に位置する鉄道駅アクセス交通の検討

⑫隣接自治体との連携による広域移動の利便性を高める公共交通

の検討

隣接自治体との連携による広域公共交通網の拡充

⑬鉄道駅、バス停周辺地域におけるバリアフリーの推進

⑭広域災害時の交通事業者との避難協定の締結推進

⑮自動運転やMaaS時代の新たな移動サービスの高度化に向けた

検討

⑯自転車走行空間の確保とネットワークの形成の検討

関係機関が連携した信頼性が高いシステムの構築

㉑地域公共交通に係る利用者負担と公的負担のあり方の検討

㉒持続可能な公的資金の投入

持続可能な地域公共交通システムの維持、更新

⑰地域と連携した「大東市バスマップ」等の制作配布による利用促進

⑱学校、転入者等を対象としたモビリティ・マネジメントの実施

⑲運転免許自主返納サポート制度の周知インセンティブ付与の検討

⑳自転車利用ルールやマナーの啓発の取り組み

モビリティ・マネジメントの取り組み推進
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目標①

・だれもが公共交通を使って不便なく移

動できるまちにします

・だれもが公共交通情報に容易にアク

セスできるようにします

目標②

・地域が主体となって公共交通サービ

スを推進します

・多様な地域公共交通サービスを利用

できるようにします

目標③

・広域の移動を考慮した公共交通ネッ

トワークの形成を目指します

・だれもが安全に安心して公共交通を

利用できるようにします

目標④

・自動車から公共交通や自転車への転

換を進める取り組みを継続実施します

・持続可能な公共交通サービスを維持

するための仕組みを確立します

対象とする地域公共交通システム
(多様な地域公共交通サービスの範囲と例)
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個別・私的(輸送密度少） 乗合(輸送密度大）

路線バス
BRT*2) LRT*1)

         

乗合    

自家用有償運送

福祉有償運送

施設送迎           輸送

    

    

超
小
型
モ
ビ
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テ
ィ

：主として対象とする
地域公共交通システム

徒歩
二輪車

交通手段

交通手段 ：支援の対象とする
地域公共交通システム
(コミュニティ交通)

凡例

代表的な地域公共交通システム

     
鉄道

*1). ライトレールトランジット：低床式車両等による次世代型路面電車システム
*2). バスラピッドトランジット：速達性や輸送能力を高めたバス高速輸送システム
*3). ライドシェア：自動車の相乗り、又は相乗りを引き合わせるサービス

*3)

市民

市交通事業者

・取り組みの方向性を理解。実施に際して協働。

・市と交通事業者などの支援を受け、主体的に

事業に取り組み。

・取り組みの方向性を定めて実践。

・市民への情報提供。

・取り組みに対する支援。

・取り組みの方向性を理解して協働。

・適切に事業を遂行。

・情報提供、地域の実情に応じた計

画提案。

市民・交通事業者・市の役割分担

DRT(需要応答型)

利
用
者
不
特
定

利
用
者
特
定

個別・私的(輸送密度少） 乗合(輸送密度大）

路線バス
BRT*2) LRT*1)

         

乗合    

自家用有償運送

福祉有償運送

施設送迎     
      輸送

    

超
小
型
モ
ビ
リ
テ
ィ

：主として対象とする
地域公共交通システム

     

    
徒歩
二輪車

ライドシェア*3)

交通手段

交通手段 ：支援の対象とする
地域公共交通システム
(コミュニティ交通)

凡例

代表的な地域公共交通システム

対象とする地域公共交通システム
(多様な地域公共交通サービスの範囲と例)

鉄道

*1). ライトレールトランジット：低床式車両等による次世代路面電車システム
*2). バスラピッドトランジット：速達性や輸送能力を高めたバス高速輸送システム
*3). ライドシェア：自動車の相乗り、又は相乗りを引き合わせるサービス

ただし、許可や届出がない有償旅客輸送を除く


